
農林水産委員会会議記録

農林水産委員長 森 誠一

１ 日 時

平成３０年１２月６日（水） 午前１０時００分から

午前１１時２８分まで

２ 場 所

第３委員会室

３ 出席した委員の氏名

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

近藤和義、吉岡美智子

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

農林水産部長 中島英司 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１３２号議案については、可決すべきものと全会一致をもって決定した。

（２）第１２０号議案については、可決すべきものと総務企画委員会に回答することを全会一

致をもって決定した。

（３）県内所管事務調査を行うことを全会一致をもって決定した。

（４）平成３１年度農林水産部当初予算（一般会計）要求について、耶馬溪町金吉地区崩壊原

因等の最終報告について及び会計検査院実地検査の結果についてなど、執行部から報告を

受けた。

（５）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課議事調整班 主幹 秋本昇二郎

政策調査課政策法務班 主幹 光延慎一



農林水産委員会次第

日時：平成３０年１２月６日（水）１０：００～

場所：第３委員会室

１ 開 会

２ 農林水産部関係 １０：００～１１：２０

（１）合い議案件の審査

第１２０号議案 大分県の事務処理の特例に関する条例の一部改正について

（２）付託案件の審査

第１３２号議案 公の施設の指定管理者の指定について

（３）諸般の報告

①平成３１年度農林水産部当初予算（一般会計）要求について

②耶馬溪町金吉地区崩壊原因等の最終報告について

③会計検査院実地検査の結果について

④ＪＡ全農による大分青果センター（仮称）の建設について

⑤ビストロおおいた認定店の認定について

⑥乾しいたけ新規参入者支援（しいたけ版ファーマーズスクールの開設）について

（４）その他

３ 協議事項 １１：２０～１１：３０

（１）閉会中の継続調査について

（２）県内所管事務調査について

（３）その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

皆さま、おはようございます。森委員長

ただいまから、農林水産委員会を開きます。

委員会に先立ちまして、一言御挨拶申し上げま

す。

中島部長をはじめ、農林水産部の皆さまには、

平素より大分県農林水産業発展のため御尽力い

ただき、ありがとうございます。

さきほど、本日発行の農林水産部の現地情報

で、様々な取組を興味深く拝見いたしました。

また、委員の皆さまには、昨日までの一般質

問から続けての委員会ということで大変お疲れ

さまでございます。今議会の一般質問でも、農

林水産業発展に向けた様々な議論がなされたと

ころですが、特に、今後の大分県農業の発展に

向けた久住高原農業高校への期待というのは大

きいものを感じたところであります。

さて、本年も師走を迎え、押し迫ってまいり

ました。今年は昨年の災害ほど大きなものはな

かったと聞いていますけれども、７月豪雨や台

風２４号で、農地農業用施設災害については県

内で１，０３５件、１６億４，９００万円の被

害があったと伺っています。今後また現地査定

等が行われるとのことで、引き続きの御対応を

よろしくお願いいたします。

本日は委員会終了後、午後からは県内所管事

務調査として、委員の皆さんから提案のありま

した県産いちご「ベリーツ」を研究開発した、

豊後大野市三重町にあります農林水産研究指導

センター農業研究部と清川町にある大規模キク

生産を行う有限会社お花屋さんぶんご清川の調

査を行う予定です。いろいろな御手配をいただ

いたことも感謝申し上げます。

それでは、今日１日よろしくお願い申し上げ

ます。

本日は委員外議員として近藤議員、吉岡議員

に出席いただいております。ありがとうござい

ます。

委員外議員の皆さんにお願いします。発言を

希望する場合は、委員の質疑の終了後に挙手し、

私から指名を受けた後、長時間にわたらないよ

う要点を簡潔に御発言願います。

なお、進行状況を勘案しながら進めてまいり

ますので、よろしくお願いします。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けま

した議案１件及び総務企画委員会から合い議の

ありました議案１件であります。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

審査に入ります。

初めに、総務企画委員会から合い議のありま

した、第１２０号議案大分県の事務処理の特例

に関する条例の一部改正についてのうち、本委

員会関係部分について執行部の説明を求めます。

説明に入ります前に、１０中島農林水産部長

月に開催した大分県農林水産祭について、一言

お礼を申し上げます。

森委員長をはじめ、委員の皆さま方には、農

林水産祭にお忙しい中御来場いただき、大変あ

りがとうございました。

おかげをもちまして、大変天気もよく大盛況

のうちに終えることができました。来場者数は

１１万６千人、売上も１億３３９万円というこ

とで、久しぶりに１億円の大台を超えることが

できました。

引き続きしっかりとやっていきたいと思いま

すが、やはり大変おいしい大分県の農林水産物

のＰＲをしっかりやっていくよう、また、皆さ

ま方の御指導をいただきながら取り組んでまい

りたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、議案について担当課室長から説明

をさせます。どうぞ、よろしくお願いします。

お手元の委員会加藤農地活用・集落営農課長

資料１ページをお願いします。

第１２０号議案大分県の事務処理の特例に関

する条例の一部改正についてのうち、農林水産

部所管部分について御説明します。

地方自治法及び本条例に基づき、農地法で知

事の権限に属するとされている農地転用等の事
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務の一部を、現在６市１町１村に移譲しており

ますが、今回、新たに中津市と権限移譲につい

ての協議が整ったことから条例の改正を行い、

権限を移譲するものです。

１の特例条例の改正内容ですが、移譲する事

務の内容は、農地転用の許可権限や違反転用者

に対する処分の権限等であります。この改正に

よって、中津市が許可権者となることから事務

処理の短縮化が図られます。また、違反転用等

に対する迅速な対応により、問題の早期解決が

図られます。

本条例改正は、平成３１年４月１日に施行し

たいと考えております。

県としては、引き続き農地法の適正な運用が

図られるよう、移譲を受けた市町村に対する研

修など、事務処理体制の充実に向けた支援を行

ってまいります。

なお、大分市については地方自治法及び本条

例の規定に基づくものではなく、国、農林水産

省から農地法に基づく指定市町村の指定を受け

ており、本年１０月から農地転用許可事務の全

般にわたって執行しているところです。

以上で説明は終わりました。森委員長

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

御質疑ございましたらお願いします。

簡単にどげえ進めるんか。何をする久原委員

んか分からん。言うて。

簡単に言うと、どういうことでしょ森委員長

うかということであります。

主な業務として加藤農地活用・集落営農課長

は、農地法第４条、第５条の農地転用の許可は

今まで県が行ってきましたが、４ヘクタール以

下について、中津市に権限を移譲するといった

ことになります。

よろしいでしょうか。（「はい」と森委員長

言う者あり）

あと残されているのが、日田市、佐小嶋委員

伯市、臼杵市、竹田市、杵築市、由布市と九重

町、玖珠町。これは国から指定をされなきゃ駄

目なのか、それとも残っている市町がそれぞれ

手を挙げれば済むのかという点、お願いします。

残りの市町村も、加藤農地活用・集落営農課長

中津市と同様に権限移譲に向けて今県が説明を

して、移譲に向けて取組をしておりますが、い

ずれも件数が少ないことや人員の関係で受けて

いただいておりません。今いくつかの市町村で

内部で検討していただいておりますので、行く

行くは許可権限の件数が多いところは、できる

だけ市町村に移譲していきたいと思っていると

ころです。

それで、それぞれの市町に農業委員小嶋委員

会が設置されているわけですよね。その農業委

員会で第４条、第５条とか第３条だとかいろい

ろと協議しますけど、ここにマルの付いていな

いところは、まだずっと今までどおり県の農業

会議か何かに申請をするという格好になってい

るんですね。

権限の移譲を受加藤農地活用・集落営農課長

けていない市町村については、従来どおり県の

農業委員会ネットワーク機構で協議されたもの

が県にあがってきて許可を受けるという手続に

なっております。

いつぐらいをめどに、この残ってい小嶋委員

るところは中津市と同じようになるんですか。

今検討いただい加藤農地活用・集落営農課長

ているのは、先般お願いしたところの１市が前

向きに検討しているところでありますが、ほか

の市町はまだ移譲を受けるといったところまで

は至っておりません。まだ全ての市町村に移譲

するというめどはついていないところです。

そのほか、委員の皆さまから。森委員長

〔「なし」という者あり〕

委員外議員の方はよろしいですか。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、ほかに御質疑等もないの森委員長

で、これより採決いたします。

本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと、総務企画委員会

に回答することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案のうち本委森委員長

員会関係部分については、原案のとおり可決す

べきものと総務企画委員会に回答することに決

定いたしました。
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以上で、合い議案件の審査を終わります。

次に、付託案件の審査を行います。

第１３２号議案公の施設の指定管理者の指定

について、執行部の説明を求めます。

資料の２ページをお森迫森との共生推進室長

願いします。

第１３２号議案公の施設の指定管理者の指定

について御説明します。

大分県県民の森施設が、平成３０年度末をも

って指定管理の更新時期を迎えることから、こ

のたび、指定管理候補者を選定したので、地方

自治法の規定に基づき、指定の承認をお願いす

るものです。

１にありますように、大分県県民の森施設に

は三つの施設があり、指定管理者の選定にあた

っては、指定期間を平成３１年４月１日から５

か年間とし、公募期間は平成３０年７月１０日

から２か月間確保したところです。

応募した者は、２の選定委員会による候補者

の選定結果にお示しているとおり、公益財団法

人森林ネットおおいたの１者であり、選定委員

会によるヒアリングを行い、慎重かつ厳正な審

査を踏まえ、この法人を指定管理候補者として

選定しました。

表の右、選定委員会における評価欄にお示し

しているとおり、当該施設の管理運営に必要な

専門的知識や多くのノウハウを持ち、これまで

も堅実かつ安全に当該施設の管理運営を行って

きた実績があること。また、県民の森にある三

つのゾーンそれぞれについて、集客の向上を図

る管理運営計画が示されていることなどが評価

されました。

なお、基準価格は施設の管理内容や労務単価

などを見直した上で、募集要項に総額４億１，

２７４万８千円の基準価格を明示したところ、

その額と同額の提案価格が提示されたことから、

この額を指定管理料として設定したいと考えて

おります。

一番下の表に示していますが、目標指標・目

標値はキャンプ場など利用状況が確認できる有

料施設利用件数としており、目標値は平成２９

年度の最高利用件数３,７３８件を基準に、指

定期間最終年度の３５年度において４千件を設

定したところです。

以上で説明は終わりました。森委員長

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

御質疑がありましたらお願いします。

目標指標などを示していますが、本土居委員

当にあの施設は使われて何ぼだというものです

ので、しっかり活用できるように指導をしてい

ただければと思いますし、先日、神角寺の展望

の丘を森委員長と調査に行ってまいりました。

もうちょっときれいにできないものかなという

印象も受けましたので、利用者が特定できない

施設もしっかりと管理するようにお願いいたし

ます。

特に有料施設のない森迫森との共生推進室長

神角寺等におきましては――神角寺そのものは

我々の管轄している施設ではございませんが、

神角寺はシャクナゲの時期等、見るに値するた

くさんの施設がありますので、管理者を通じて

ホームページでＰＲするなど、各施設と連携を

取りながら広報、集客に努めてまいりたいと考

えています。

よろしいですか。（「はい、よろし森委員長

くお願いします」と言う者あり）

例えばね、目標指標のところで平成久原委員

３５年で年間４千人という意味じゃろ。そした

ら５年間で２万人じゃわな。それがここを利用

するわけじゃろ。それに４億円も銭をかけるん

か。そうじゃねえで、何か整備して荒れ地にな

らんようなことをしながら自然の環境を守るみ

たいな形だけでいいんじゃねえんかい。どうな

んか。

目標数値の４千件に森迫森との共生推進室長

ついては、人数でカウントできる部分と、それ

から部屋を借りる場合は件数でカウントしてい

ますので、基本的には利用人数でいうともう少

し多くなるんですが、施設利用者、有料の施設

のカウントはしておりますが、それ以外に無料

の施設もたくさんあり、イベントもたくさん打

っていまして、正確にまとめている数字でいき

ますと、２万数千人の利用があります。また、

時期時期にはいい景色もたくさんありまして、
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推定でありますけれども、２０万人前後の活用

をいただいているところでございます。

そこで、そういう方々が安全に来られるよう

に４０キロメートルほどの林道がありますので、

この林道の管理だとか、それから桜園があって、

桜園の芝の手入れだとか、皆さまが利用しやす

いような施設整備に努めながら、有効に利用し

ていただきたいと考えております。

まあ、分かったけど、そういうこと久原委員

も一遍考えてやってみらんと、銭はどんどんど

んどんいるし、よう考えてみて。今後の在り方

として検討してください。

私から１点。今の土居委員、久原委森委員長

員の質問と重なるんですけれども、今回の指定

管理において基準価格を見直して、約９００万

円の減額となる提案価格で、指定管理料がそれ

と同額になっているんですけど、参考という欄

が下にありますけれども、例えば見直しの内容

が森林及び林道等の管理の見直しとか、労務単

価の上昇、また広報の強化とあります。

私もこの内容について先日資料を見せていた

だいたんですけれども、さきほど久原委員から

あった、いわゆる自然をいかす部分の遊歩道の

草刈りなんかの回数とかが減額されている。特

にその辺がやっぱり気になる部分だなと感じて

おります。

労務単価が上昇し、あわせて今度は草刈りの

回数も減らすというようなことになると、林道

の延長も長いので管理が大変だというのも非常

に分かるんですが、自然をいかすという部分で

は、あそこの遊歩道も整備されなくなると、非

常に歩くのにも歩けないようになるんじゃない

かなと、私としては感じています。その辺はい

かがでしょうか。

特に管理費について森迫森との共生推進室長

見直しを行ったところは、４０キロメートルあ

る林道の中で、集中的に使われるところを主に

やろうと。それ以外は少し回数を減らしましょ

うということで、遊歩道等については、山の中

を歩いてもらうために大変重要でありますから、

引き続きしっかりと管理をしていきたいと考え

ています。

あと、さきほど土居委員からありま森委員長

したように、神角寺の展望の丘の施設、これは

ハード部分のメンテナンスというのは指定管理

者じゃなくて県になるかと思うんですけれども、

状況をまた見ていただいて、危険箇所がないか

などを確認をしていただきたいと思いますし、

あわせて申し訳ないんですが、あそこにあるト

イレ自体も閉鎖している状況になっていて、そ

のトイレのメンテナンス費用も今回の見直しの

中でそのまま減額というか、消されているよう

な状況になっています。

施設の管理が大変なのでということもあるん

でしょうけれども、あれだけ大きな施設のトイ

レですので、今後どうするのか等を含めて検討

をしていただきたいし、広報をしていただくの

であれば、トイレもないと非常に困るんじゃな

いかなと思いますので、その辺の対応をよろし

くお願いいたします。

そのほか委員の皆さまからありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、委員外議員の皆さまあり森委員長

ませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、ほかに御質疑等もないの森委員長

で、これより採決に入ります。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案のと森委員長

おり可決すべきものと決定いたしました。

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

りましたので、これを許します。

まず、①と②の報告をお願いします。

平成３１年度農林水産部当中島農林水産部長

初予算の要求について御説明します。

別冊資料、平成３１年度農林水産部当初予算

（一般会計）要求の概要をお願いします。

この要求概要については、本日から７日金曜

日にかけて開催される全ての常任委員会で、各

部局から個別に説明いたします。その後、全部

局分をまとめて公表するスケジュールになって

おり、公表は明日１６時頃をめどにすることと
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なっております。

本日は、農林水産部関係部分を抜き出して説

明しますが、公表までの間、資料の取扱いには

御注意をいただきますようお願いします。

それでは、資料の１ページをお願いします。

３１年度当初予算は、来年４月に統一地方選

挙が行われることから、人件費、扶助費、公債

費などの義務的経費や継続事業を中心とした骨

格予算として編成されます。

このうち、防災・減災対策など喫緊の政策課

題など、年度当初から執行が必要な事業は新規

事業であっても要求しているところです。

当初予算の要求総額は、上の表の３１年度当

初要求額の欄にあるとおり４３１億５，６３６

万９千円であります。

それでは、３ページをお願いします。

１１番の肉用牛生産基盤拡大支援事業１５億

６，５２７万円です。

これは、おおいた和牛の生産基盤を強化する

ため、肥育牛預託制度の原資を畜産公社に貸し

付けて、肥育牛の増頭を支援するほか、繁殖雌

牛の増頭対策についても、ゲノム育種価などを

活用して産肉能力を高めていきたいということ

であります。

また、同じく畜産振興の関係予算として、１

２番の繁殖雌牛生産能力向上対策事業１，９９

８万７千円を御覧ください。これは、繁殖雌牛

の能力を向上させるため、同じくゲノム育種価

を活用して高能力雌牛の選抜保留を実施するも

のです。こうした取組を早期に開始して、おお

いた和牛の生産体制を強化してまいりたいと考

えています。

続きまして、１５番の魅力ある農業実践教育

推進事業６，１５５万８千円です。

これは、来年４月に開校する、くじゅうアグ

リ創生塾等と連携し、農業法人等の人材ニーズ

にも対応した実践的な農業教育を実施するため、

ＪＧＡＰに対応した牛舎の整備や、かんしょな

どの青果物でグローバルＧＡＰを取得するとい

ったこととあわせ、これからの農業に欠かせな

いＩＣＴ機器を充実させていくものです。

次に、１７番の養殖マグロ成長産業化推進事

業５，２８２万２千円です。

これは、水深が深いところでは赤潮の影響を

受けにくいことから、従来よりも水深を下げた

生け簀を研究開発するとともに、ＩＣＴを活用

した２４時間体制の赤潮観測装置の導入につい

て支援するものです。

また、ヒラメに関しましても、１８番のヒラ

メ陸上養殖生産振興事業で、成長促進効果が実

証された緑色ＬＥＤを活用した養殖モデルの構

築や赤潮発生時に生け簀内に赤潮が混じらない

ように地下海水を導入する設備整備を支援しま

す。

近年、赤潮は季節を問わず発生していること

から、早期に対策を講じてまいりたいと考えて

います。

次に、２０番の山地災害防災対策強化推進事

業４，７００万円です。

これは、後ほど詳しく御説明しますが、本年

４月１１日に発生した耶馬溪町金吉地区の山地

崩壊に関する原因究明等検討委員会の最終報告

を踏まえ、周辺地域において危険可能性のある

箇所の抽出手法を整備するほか、県内の山腹崩

壊危険地区の現地調査等を実施するものです。

続きまして、次のページ２２番、（公）ため

池等整備事業外２事業として２１億３，２８９

万１千円です。

これは、ため池の防災・減災対策を強化する

ため、ため池の改修等を引き続き進めるほか、

ハザードマップ等の作成に向けた市町村への支

援や現在国が開発中の決壊危険度がリアルタイ

ムで予測可能となる防災支援システムの導入を

支援するものです。

以上が、当部の当初予算要求状況ですが、明

日から来年１月１１日までの間、県のホームペ

ージ及び情報センター等で公表し、広く県民の

皆様から御意見を求めることとしています。

耶馬溪町金吉地区山地崩壊樋口森林保全課長

原因究明等の最終報告について、概要を説明し

ます。

委員会資料の３ページをお願いします。あわ

せて、別冊の最終報告概要も御覧ください。

４月１１日に発生した今回の山腹崩壊は極め
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て特殊なものであったことから、本年６月２８

日に卓越した知識と豊富な経験を有する学識経

験者からなる山地崩壊原因究明等検討委員会を

設置し、崩壊原因の究明や恒久対策等の検討を

進めておりました。

これまでに４回の検討委員会を開催し、１１

月２６日に最終報告を取りまとめ、公表したと

ころであります。

最終報告では、崩壊の原因として、過去の崩

れ落ちた土石に接している岩盤上面の土質強度

の低下と地下水の作用よるもので、火砕流台地

の縁に位置し、周辺から地下水が集中し易い地

形であったとされました。さらに、今回のよう

な崩壊は、火砕流台地縁辺部における脆弱な地

質で発生した、極めてまれな現象であったとの

見解が示されました。

また、金吉川流域における危険地区の考え方

として、金吉川流域の火砕流台地縁辺直下の斜

面に同様の地形があることから、危険となる可

能性のある地区を抽出することが重要であるこ

と。また、今回の調査結果から、地形、地下水、

地質に特徴が認められ、これを基にした金吉川

流域における危険地区の抽出フロー（案）が示

されたところです。

最後に、今後の取組に向けた提言として、現

在進めている対策工事は、地下水位の状況等の

モニタリングを継続することで効果を確認する

ことが必要であること。また、抽出フローの案

については、具体的な判定方法を定めることが

必要とされました。

加えて、山地災害に対しては日頃から地域で

の警戒避難体制の充実や防災意識の向上に向け

た取組が重要であるとの提言をいただきました。

今後、この最終報告の内容を、さきほど部長

から御説明しました平成３１年度当初予算で要

求している事業など、警戒・避難体制の強化な

どに活用し、より効果的な防災・減災対策につ

なげてまいります。

以上で説明は終わりました。森委員長

報告①と②について、これより質疑に入りま

す。委員の皆さまから御質疑ありましたらお願

いします。

当初予算の件で二つほど聞きたいん

ですけど、まず、「ベリーツ」の拡大対策なん

ですけど、今全体のいちご栽培の中で何％ぐら

いが実際に「ベリーツ」栽培に切り替わってい

るのかというのをお聞きしたいと思います。

それと、１５番のくじゅうアグリ創生塾のこ

となんですけど、一般質問でもしましたけど、

久住高には本当に期待をしていますし、農業系

高校の牽引役になってもらいたいと思うんです。

ただ、農場が狭いというのが大きなネックかな

という気もしているんです。

質問で言いましたけど、菊地農高なんかは４，

９００万円も生徒が栽培、生産、販売して、実

際の現金を管理するということで、大分県と全

然違うのは、とにかく経営を教えると。米、麦

を作るとか家畜に餌をやるとかいうことじゃな

くて、本当に農業経営の楽しさを３年間で教え

ていくというところで全然違うので、ぜひ部長

をはじめ皆さん方にお願いしたいのは、久住高

原農業高校のそういった実習といいますか、外

部との連携、生産者との連携とかいろんな講習

とか現場研修とか、こういうことをぜひつなぎ

を付けてやって、実際に経営をやっている人た

ち、あるいはそういう経営のやり方とかいうこ

とに対してどんどん興味を持たせるような教育

ができるようにやらないと、多分、教育委員会

だけでやったって、農場も狭い上にそういった

今までの大分県の農業学校の教育の延長でやれ

ば、作った意味がないんじゃないかなというよ

うな心配もしています。

逆に、そういうことで農林水産部、特に農業

系の実際にやっている生産者の話を聞いたり、

農業体験をさせたりということを、ぜひつない

であげていただきたいと思うので、そこら辺は

よろしくお願いしたいと思います。

「ベリーツ」の作付面積で伊藤園芸振興課長

すけれども、今年７ヘクタールの作付けで、い

ちご全体が４０ヘクタールございます。率にい

たしますと１７．５％が「ベリーツ」に転換さ

れたという状況であります。

久住高の件で小関新規就業・経営体支援課長

ございますけれども、さきほど部長も説明申し
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上げたとおり、畜産の新しい施設等を用いまし

て、そこでの講座を開設することを計画してお

りますし、現状でも、農業系高校の学生が農大

に来て研修していただいているという実績がご

ざいます。そういった状況をさらに拡充してい

って、実習とかの充実を図っていきたいと考え

ております。それと農業者の交流の件ですけれ

ども、答弁でも申しましたとおり教育委員会と

連携協議会の下にプロジェクトチームを設けて

おりまして、その中で久住高、アグリ創生塾に

ついては、先端の技術を持っている農業者を招

いての研修とか、あるいは生徒がそちらの方に

行って研修を行うインターンシップというのを

具体的に議論を進めておりますので、そういっ

た形はしっかりやっていきたいと考えています。

（「よろしくお願いします」と言う者あり）

一般会計予算の２２番の関係で鴛海副委員長

すけども、私は議員になって１年ちょっとしか

たっていないので、計画の概要がよく分からん

のですけど、その内容を説明していただきたい

と思います。

ため池がどういう形で整備されようとしてい

るのか、そして、管理する受益者負担等につい

てはどれぐらいあるのか。土地改良区とか、そ

ういうところの負担割合とか、その辺のところ

の説明をお願いします。

現在のため池整備の方向堤農村基盤整備課長

性からまずお話を申し上げます。

まず、ため池は年に１５か所ほどの改修をし

ているところでございまして、地元、改良区等

の負担につきましては１％以下というところで

設定をして、今推進をしているところでござい

ます。

県内は１５か所ぐらいというこ鴛海副委員長

とですけど、振興局単位でバランスを取ってい

るのか、そこはどういう形でされているんです

かね。

できれば県で均等に推進堤農村基盤整備課長

というところが一番理想ですが、地域の方々の

申請等もございます。そこで合意に至ったとこ

ろをなるべく早く採択して、改修を進めていく

という方向で今動いております。

危険度とか緊急度とかでやられ鴛海副委員長

るということですかね。

緊急度につきましては、堤農村基盤整備課長

県で指定をしております防災重点ため池という

ものがございます。そちらの方を重点的に進め

ているというところで、３年前に地元の負担を

１％に減らして推進をしているというところで

す。

繰り返しになりますが、や中島農林水産部長

はり危険度の高い所、それから人家があったり

保護施設があったりという影響が大きい所、そ

ういった所を優先的にやっていくわけですけれ

ども、さきほども少し話がありましたように、

ただそうは言っても地域の皆さんがやりましょ

うと言ってくれないとなかなかできないので、

その辺も勘案しながらということがございます。

あともう１点は、さきの議会でもため池を全

部把握できていないんじゃないかという話があ

りましたけど、そういったため池を把握したり、

あるいは、それから改修すべきかどうかと、場

合によっては廃止するということも選択肢に入

れていくということ。

それから国の動きとして、防災重点ため池の

考え方が今また示されようとしていますので、

そういったところをまた踏まえて、ため池の改

修というのは進めていくということになろうか

と思います。

よろしいですか。（「はい、ありが森委員長

とうございました」と言う者あり）そのほかご

ざいませんか。

この前、議長が行かれんので、生し久原委員

いたけ品評会の表彰式に参加したんやけどね、

そのとき副知事も言いよったけど、京都市場で

出るのはやっぱり生なんや。京都市場には私も

農林水産委員会で２回行ったけど、大分県はい

つまでも乾燥乾燥だなんて言いよるけどね、若

い人は乾燥したのを水に戻して使うことはせん。

やっぱりそのまま使うというのがあるし、いろ

いろなことを考えたときに、京都市場には生し

いたけが大きなこと出ちょるけど、その中に大

分県のはどのくらいあるかと聞いたら、「あん

た、そげんこと言うたってつまらん。これは生



- 8 -

じゃから」っち言うんよ。

そういうのを考えたときに、やっぱり原木生

しいたけなんか言うたって、これは人手不足で

どうしようもねえような感じがする。菌床なん

かは年間ずっと一律というか、生産がずっとで

きるような体制を作れるから、そんなのにもう

ちょっと予算を入れてやるというようなことは

考えてねえんかい。今日は三重と清川に行くご

となっちょるけん、きのこグループにもちょっ

と寄ってみろうと思いよるんやけど、そこら辺

の考え方を教えて。

確かに、原木の生しいたけ河野林産振興室長

は京都市場では非常に高単価ということで、生

産者も非常に期待をしております。今年度は９

トンを超える出荷もなされているということで、

生しいたけに原木という付加価値を付けて振興

しているのが１点であります。

それともう１点は、菌床の生しいたけであり

ます。これも、玖珠町等で若い方が新たに起業

して施設化を行うということで、菌床生しいた

けの生産についても広がりを見せております。

県としては、生しいたけの振興につきまして

は施設栽培と付加価値があり評価の高い原木生

しいたけの両方で進めていきたいと考えており

ます。

じゃから、こげんところに予算を組久原委員

んで、ちゃんとやったらどうかい。

実は中に埋もれているので河野林産振興室長

すけども、施設栽培につきましては、本年度、

国の補助事業等を活用して、施設整備に積極的

に取り組んでいるところであります。（「分か

った、もういい」と言う者あり）

３１年度の当初予算の１０番ですね。土居委員

おおいた和牛流通促進対策事業です。

おおいた豊後牛の新たなリーディングブラン

ド、おおいた和牛の流通拡大、そしてＰＲをし

ていこうということです。

ぜひとも、１円でも高く売れるような体制を

築いていただきたいなと思っております。それ

が生産者がおおいた和牛を作るぞという意気込

みにもつながると思いますので、これは具体的

にどういうことをしようとしているのか、伺い

たいと思います。

それともう一つ、宮崎とか鹿児島が地理的表

示――ＧＩを取って取り組んでいますが、豊後

牛のブランドを守るという意味で、こういう取

組をどのように考えているのか、伺いたいと思

います。

おおいた和牛については、河野畜産振興課長

９月４日の公表時点では取扱いが２８店舗だっ

たんですけれども、既に今７８店舗まで店舗数

も増えておりまして、知名度も農業文化公園で

３００名の方にアンケートをとった中では、県

内では７５％の方がおおいた和牛を認知してい

ただいているという状況にあります。

来年度の予算につきましては、ラグビーワー

ルドカップ等とリンクさせて、県外の方が大分

に来られる際に、おおいた和牛を知っていただ

いて、その方々が大消費地に戻られてから全国

的に広げていただきたいということで考えてい

ます。まだ大阪、東京での認知度は、それぞれ

２％、４％程度なので、今は大阪で１月末まで

フェアをやっておりますし、東京でもやってお

りますので、全国的におおいた和牛を広げてい

きたいと思っております。

それから、ＧＩにつきましては、実はおおい

た豊後牛というのは全農が商標を持っていると

いうことで、県で働きかけをしているんですけ

れども、なかなか大分県でおおいた豊後牛とい

う商標については厳しいという状況になります。

おおいた和牛については、県で商標を持ちます

ので、今後そういう方向で動いていければと思

っています。

よろしいですか。（「はい、よろし森委員長

くお願いします」と言う者あり）

そのほか、委員の皆さんございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、委員外議員の皆さまは。森委員長

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、さきほど金吉川流域にお森委員長

ける危険地区の抽出フローということで、今回

の原因究明検討委員会の報告書とあわせて出て

きております。今後流域で、特に家屋がある所

などで被害が起こらないように、これからまた
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調査等が行われると思うんですけれども、来年

度の調査内容等を予算で上げられているので、

少し説明をいただきたいと思います。

金吉川流域における危険地樋口森林保全課長

区の抽出フローは、さきほどの最終報告の一番

最後に付けております。これは、あくまでも抽

出をする考え方を示しているだけで、具体的に

調査をするということになると、例えば急な斜

面とは何度かとか、あるいは湧水量が多いとい

うのはどの程度か、そういったものを具体的に

決めていく必要があります。

そこで、来年度は金吉地区の崩壊が起こった

所で、周辺の似た地形の所数か所で試験的に調

査し、また、専門家の意見もいただきながら、

そういった抽出要領の作成をまず行います。そ

のために必要な詳細な地形図については、同じ

くこの資料の３枚目の裏面のページに赤い地図

が付いておりますけど、こういった詳細地形図

は、早速今年度から準備に入るようにしており

ます。間髪入れずにそういった調査には取り組

んでいくような段取りになっております。

ありがとうございました。それでは、森委員長

ほかに御質疑等もないので、次に③と④の報告

をお願いします。

資料４ページをお願いしま伊藤園芸振興課長

す。

平成３０年２月に実施された会計検査院実地

検査の結果について御報告します。

１の対象事業ですが、これは平成２７年度に

実施した新規就農創出基盤事業であり、園芸品

目に係る新規就農者の初期投資の軽減を目的と

して、公社が実施する大規模リース団地整備事

業に対し、県が国の交付金２億２，７００万円

を財源に、公社に対して県が補助したものです。

公社は、県からの補助金等を原資に基金を造

成し、これを取り崩しながら複数年にわたり計

画的にリース団地を整備してきました。その上

で、ハウス等を新規就業者に貸付け、その貸付

料を基金に再度繰り入れながら、事業を継続し

てきたものであります。

この事業により、延べ５．７ヘクタールのリ

ース団地を整備し、入植者２５名のうち１７名

の新規就農者が確保できたところであり、地方

創生先行型交付金の目的である「しごと」と

「ひと」の好循環の確立に合致する成果を得た

ものと考えています。

こうした中、２の会計検査院からの指摘内容

にありますとおり、会計検査院の見解では、こ

の交付金は基金の積立金には充当できないとし

ており、こうした形で交付金を活用した本県の

取組は不当であるというものでした。

３の今後の対応等にありますとおり、私ども

の見解では県段階で基金を造成するのではなく、

あくまでも交付金を活用した補助制度を県がつ

くり、この補助金を活用して公社が基金造成を

するものであることから、交付対象になり得る

ものと考えていました。

実地検査後、会計検査院や交付金を所管する

内閣府とこれまで協議を重ねてきましたが、最

終的には指摘を受けとめ、返還することにした

いと考えております。

具体的な返還の時期等については、現在、内

閣府と協議をしているところであります。

今回の指摘は、交付金制度に対する解釈の違

いが原因であったことから、今後はこれまで以

上に関係省庁との連携を密にし、補助事業を適

切に執行してまいります。

委員会資料の後藤おおいたブランド推進課長

５ページをお願いします。

ＪＡ全農が、大分市内の県有地に大分青果セ

ンター（仮称）及び加工品製造施設を建設する

ことになりましたので御報告申し上げます。

場所は、大分市青崎の大分臨海工業地帯６号

地Ｃ－２地区であります。稼働時期や施設規模

などの詳細は現段階では未定でありますが、第

１期として青果センター、第２期で加工品製造

施設を建設する予定となっており、雇用予定者

数は、第１期、第２期合わせて約２０名以上と

伺っております。

こうした青果センター等ができれば、九州各

県の荷物が集まり、東京をはじめとした大消費

地に、大分からの農産物の供給量が拡大するこ

とでコストの低減が期待されるとともに、コー

ルドチェーンの確立により品質劣化の防止も可
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能となります。

また、効率的な配車により積載効率が向上す

るとともに、ＲＯＲＯ船の活用によりモーダル

シフトも進むものと考えております。

以上で説明は終わりました。森委員長

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

御質疑がありましたらお願いします。

じゃ、私から。５ページのＪＡ全農の青果セ

ンターの件です。

この地図を見ますと、真ん中辺りの０．７ヘ

クタールが今回の売却用地ということで、先日

の新聞にも載っていたところだと思います。

その右側の区画道路――これは新たにできる

んでしょうけれども、その右側の空き地部分は、

ちょうど大在コンテナターミナルの向かい側と

いうことで、現在はまだ使われていないんでし

ょうけども、今後ここが、大在コンテナターミ

ナル、今非常に狭いということで拡張するとい

うような話もあるんですけれども、その辺との

関連について少し教えてください。

６号Ｃ－２地後藤おおいたブランド推進課長

区の使い方なんですけども、土木建築部で６号

Ｃ－２地区について今ちょうど港湾計画の変更

に向けてのいろんな調査と調整を行っていると

ころで、まだ具体的な計画の概要は示されては

おりません。けれども、一応この道路から真ん

中の右側は港湾利用として、将来的に、右側に

ちょっと斜めになっておりますけれども、今Ｒ

ＯＲＯ船の接岸が大在港の方になっております

が、非常に手狭で週１１便の対応がなかなかで

きていないというようなことから、こちらの方

に将来的には持っていきたいというようなこと

を伺っているところでございます。

非常に単純な質問なんですけど、会

計検査院の検査結果で返還しなくちゃいかんの

ですけど、これはどういうふうにこの交付金を

動かしておけば問題なかったということになる

んですかね。教えていただけますか。

これは基金に造成したとい伊藤園芸振興課長

うことで会計検査院はそういう指摘なんですけ

れども、単年度で使い切っておればよかったと

いう解釈です。

よろしいですか。（「はい」という森委員長

者あり）そのほか委員の皆さまございますか。

ということは、この２億２，７００久原委員

万円という金は国に返さな悪いわけじゃな。

そうすると、農業農村振興公社は使ったんじ

ゃろうけど、この差額の２億２，７００万円と

いうのは、大分県農業農村振興公社が払うんか。

そういうことになりますけ伊藤園芸振興課長

れども、基金に繰り入れているということにな

ると基金の残がまだ残っているので、全部使い

切っていません。それとあわせて、貸付けたリ

ース料金の戻入金がありますので、それを足し

て返還するということになります。一括して返

還することになると思います。

よろしいですか。基金と戻入金で。森委員長

（「まあ、いいや」と言う者あり）そのほか、

委員の皆さまよろしいですか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは委員外議員の方、御質疑は森委員長

ありませんか。

今お話が出ております会計検近藤委員外議員

査院の返還の件ですけれども、結果的には、大

分県の園芸振興に非常に役立っておる、本当に

すばらしい、ユニークな使い方だと思うんです。

この点は、逆に国を、会計検査院を説得すべき

だと私は思うんです。それくらいの熱意でやっ

てください。法的に違法な部分もあったかもし

れませんけども、そこは是正をするということ

で、お金を有効に使って結果的にすごく役立っ

ているわけですから、それはしっかり主張した

方がいいと思うんですよ。単なる、間違ったら

返すということじゃなくてですね。これは大き

な問題として、会計検査院のやり方が全て完璧

だとは言えないこともあるわけで、大分県の主

張をしっかり通すべきだと私は思います。制度

を変えろと。私が町議のときに経験したんです

けれども、いろんな検査に対して、国より上位

法を条例で作りまして、結局我々がやったこと

が国に認められたという経緯もあります。それ

はＮＨＫのプロジェクトＸにも出ましたけれど

も、正しいと思うことはどこまでもやっぱり突

っ張るべきだと、私はそういうふうに思います。
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議員のおっしゃるとおり、中島農林水産部長

私どもそういったつもりでやってまいりました。

会計検査院からも、確かに大変いい事業でいい

結果も出ていると、地方創生にかなった事業だ

と。地方創生ということにはかなった事業だが、

ただ、このときの基準に照らしてどうかという

ことでしか会計検査院は判断できないから、こ

のときの基準でいうと、これはやっぱり駄目だ

よねというお話でありました。私どももいろい

ろと考えた結果、当時の規則と照らしてこれは

本当にどうだったのかということを考えると、

ここはその当時の基準からするとやっぱりアウ

トだなということで今回こういった結果になっ

たということで。

ただ、そういうお話をずっとしていましたの

で、こういう使い方もいいんじゃないかという

ような議論は内閣府でもしていただいていると

思います。これからどうなるか分かりませんけ

れども、それはしていただいていると考えてい

ます。

よろしいですか。（「はい」と言う森委員長

者あり）吉岡議員よろしいですか。（「ありま

せん」と言う者あり）

それでは、ほかに御質疑等もありませんので、

次に⑤と⑥の報告をお願いします。

資料の６ページをお太郎良地域農業振興課長

願いします。

ビストロおおいた認定店の認定について御報

告します。

ビストロおおいた認定店は、来年のラグビー

ワールドカップの大分開催などの機会を捉え、

おおいた和牛や乾しいたけ、かぼすブリなど、

大分県を代表する食材を使用した、こだわり料

理を提供し、県産食材の味力（魅力）を県外・

海外からの来県者に伝えていくため、県が認定

するものでございます。

２の認定の基準ですが、大分県を代表する食

材を活用したメニューがあることや店舗で使用

する全食材の５０％以上が県産食材であること

など、大分県の特産食材をふんだんに提供して

いることを認定基準の中心としております。

３の応募状況ですが、県下４０８店舗ある、

とよの食彩愛用店を対象に募集を行ったところ、

３６店舗の応募がありました。

現在、応募をいただいた店舗が認定基準に合

致しているか否か、精査を行っているところで

あり、４今後の予定にありますとおり、１２月

中旬の近い時期に１０店舗程度を認定したいと

考えています。

認定店に対しては、サンプル食材の提供や県

庁ホームページへの掲載、パンフレットの作成

などを支援してまいりたいと考えております。

資料の７ページをお願いし河野林産振興室長

ます。

乾しいたけの新規参入者支援について御報告

します。

１にありますとおり、本県の乾しいたけは今

年７月の全国乾椎茸品評会において２０年連続

５２回目の団体優勝を果たし、５部門全てで農

林水産大臣賞を受賞しました。生産量において

も全国の約４０％を占め、質・量共に全国一を

誇っております。

他方、２のグラフに生産量の推移をお示しし

ておりますが、中食の増加など消費動向の変化

により、しいたけ需要が減少していることに加

え、生産者の高齢化や新規参入者の減少により

今後も生産量の減少が懸念されます。それに伴

い、新規参入者をいかに確保していくか、今後

の喫緊の課題として取り組んでいく必要がある

と考えています。

そこで、３にありますとおり、今年度から新

たに、しいたけ版ファーマーズスクールを制度

化し、新規生産者に安心してしいたけ生産に参

入してもらえるような環境づくりに取り組んで

います。

（１）にありますように、乾しいたけ生産の

特殊性を考慮して、１０月から３月までの半年

間、就農コーチの下で栽培技術研修を行い、一

定の要件を満たす研修生には、（２）にある給

付金をそれぞれの就農形態等に応じて支給して

います。（３）にありますとおり、現在、各地

域で５名の方が研修を受講しているところです。

なお、４の（１）に新規参入者数の推移を示

していますが、ファーマーズスクールだけでな
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く、ほだ木造成の助成事業やしいたけ担当の普

及員の積極的なアプローチが功を奏して、昨年

度までは平均１５名であった新規参入者が、今

年度は１０月末時点で２５名が確保されており、

目標は３０名でありますが、これに到達すると

考えております。

また、（２）の原木しいたけ栽培新規参入者

研修会――これからの取組でありますけれども、

受講者が４２名と例年以上の参加をいただいて

おり、来年度以降のファーマーズスクール研修

生の有望な候補者になってもらえるものと期待

しています。

今後も、年間３万駒以上の植菌を行えるよう

新規参入者を継続的に確保・育成することによ

り、乾しいたけの伏せ込み量などの確保を図っ

て、日本一の大分県産乾しいたけの生産体制を

維持・向上させてまいります。

以上で説明は終わりました。森委員長

これより質疑に入ります。質疑のある委員は

お願いします。

それでは２点ほど。ビストロというのはどう

いう意味かというのを教えてください。まず、

それをお願いします。

フランス語で高級料太郎良地域農業振興課長

理店というか、そういった総称だと認識してお

ります。（発言する者あり）すみません、大衆

料理店です。

大衆料理。（「そうですね、大衆料森委員長

理です」と言う者あり）

さっき、ビストロの意味が分からな

かったので、スマホで土居委員に調べてもらっ

たんですけど、このビストロおおいたというの

は、例えば認定店にマークを張っても、お客さ

んは分かるんかなと正直思うんですよ。例えば、

とよの食彩愛用店とか、こういうのの方がよっ

ぽどピンと来るんやないかなと思うんですが、

そこら辺はどうなんですかね、ビストロおおい

た。まず、普通の人は意味が理解できんのやな

いかと思うですけど、どうでしょうか。

とよの食彩愛用店は、太郎良地域農業振興課長

県産食材を利用してもらう、地産地消運動に賛

同して県産品の良さをＰＲする形で、賛同して

いただいた方々を県庁のホームページで宣伝し

ておりますが、特にビストロおおいた認定店に

つきましては、県産食材にこだわったメニュー

の提供であるとか、そういったものをホームペ

ージとかパンフレット等を作成しまして、皆さ

んに広く周知徹底を図っていきたいと。

また、広報資材も作成しながら、旗であると

かのぼりであるとか、いろんなグッズなんかも

用意して周知徹底を図っていきたいと考えてお

ります。（「はい、分かりました」という者あ

り）

今、委員から御指摘をいた中島農林水産部長

だいたように、ビストロおおいただけじゃ分か

りにくいなということで、実はこれは旗を作っ

たりいろいろするときには、ここに少し県産食

材提供の店とか、こだわりの店、ちょっとその

辺のところは付け加えて出していこうと思って

います。

それと、こういった形にしたのは、やっぱり

県産食材を売っていく中でも、少しおしゃれに

した方がまた少し違った層に受けるのかなとか、

ちょっとそんなところも考えながら、今まで、

とよの食彩愛用店でなかなか伸びなかったとこ

ろを少し目先を変えてということではないです

が、そういった工夫を少しして、今回こういっ

た取組をさせていただいたと。

こういったお店にまた、例えばしいたけフェ

アをやってもらうとか、おおいた和牛フェアを

やってもらうとか、そういったところもやりな

がら、県産食材、地域の中でも盛り上げていき

たいなと思っております。

ビストロの意味が皆さんに分かるよ

うに、ひとつ広げてもらいたいです。

皆さんよろしいですか。（「はい」森委員長

という者あり）

私から、しいたけの件ですけども、ファーマ

ーズスクールの開設、これは地域の方からも今

高齢化している生産者の方からも非常に期待さ

れている事業であります。目標数値は今年が、

乾しいたけ新規参入者が３０人、今実績が２５

人となっています。

今年の目標へ届くのか届かないかという、ま
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ずそこを教えてください。

目標３０名という、今まで河野林産振興室長

平均が１５名であったところに倍増という高い

目標を掲げて今年度取り組んでまいりました。

１０月までに２５名ということで、御案内のと

おり、しいたけの作業というのは１０月下旬か

ら１１月の原木の伐採から作業が入りますので、

これを含めて、１０月以降も新たにこの３万駒

以上の人数にカウントできる、そういう声も今、

振興局からありますので、今年度におきまして

は３０名の目標を達成できると踏んでおります。

それで、さきほど久原委員からもご森委員長

ざいましたけども、いわゆる生しいたけに関し

ては、この事業では生しいたけの生産者という

ことになっていないということでよろしいんで

しょうか。

このファーマーズスクール河野林産振興室長

については、乾しいたけを──半年間の受給と

いう制度もありまして、乾しいたけを中心にこ

のファーマーズスクールは制度化されています。

さきほどの久原委員の御意見もござ森委員長

いましたとおり、やっぱり生しいたけについて

も今後生産の拡大等についてぜひ検討して、前

向きにやっていただきたいと思っております。

きのこグループに関してですけれども、今月

の１３日、２０回目の研究発表会があるという

ことで、そちらの方でもしいたけとかいろんな

きのこ類の生産、研究をされています。その研

究とあわせて、しいたけ振興をしっかりやって

いただきたいと思います。

それでは、委員の皆さんからはござ森委員長

いませんので、委員外議員の方から御質疑はあ

りませんか。

ビストロおおいたの認定店取近藤委員外議員

扱事業、私はすばらしいなと思います。大分県

は本当においしいものがたくさんあるんですけ

れども、肝心な一流ホテルとかレストランに使

ってもらわんと地産地消にならないと思うんで

すよ。地産地消の「消」は消費の「消」じゃな

くて「商」にすると、地域の経済の循環が相当

うまくいくと思うんです。この前の決算特別委

員会でも少し言いましたけれども、ある大きな

ホテル、何回行っても出てくるのは輸入の冷凍

肉なんですね。客単価が高くてもやっぱり出て

くるんです。大分で商売をするなら、やっぱり

大分のものを使っていくという姿勢もないとい

けないんじゃないかと。他人の商売に口を出す

わけにはいきませんが、県がこういう取組をや

っていただくと、大分の地場産の本当においし

いものが売れると思うんです。我々も県外のあ

っちこっち行きますけども、魚にしても、大分

ぐらいおいしい魚はないと私は自信を持ってい

ます。肉も、決して神戸ビーフに負けるものじ

ゃありませんし、今度いちごも出ましたけども、

なしにしても、大分はいろんなおいしいものが

たくさん採れるわけです。

ですから、食は広州にありじゃなくて、食は

大分にありぐらいで、どんどん宣伝をしてもい

いと思うんですよ。インバウンドがたくさん来

ますけれども、日本の和食、おいしい日本料理

を食べたいというのが一番大きな願望にあるそ

うなので、食はインバウンド対策にしても、い

ろんな意味で大分の食をばんばんアピールをし

た方がいいなと思うんです。ホームページも大

切なんですが、マスコミを使って、県はこうい

うことをやっているんだということをばんばん

アピールしていただきたいと思います。そうす

ると、やっぱり県内産のものは県内で使われる

となると、地域経済の循環がうまくいくと思う

んです。いいものを作って東京に送ってしもう

たら、そっちの経済には貢献しますけれども、

地場の経済には貢献がないと思いますので、そ

っちの宣伝も大切なんですが、まずは地場で、

本当に食は大分にありと堂々と宣伝をしていた

だきたいなと思います。部長の見解を伺います。

議員のおっしゃるとおりで中島農林水産部長

す。私も県外に大分県の食材を売りに行くと、

大変おいしいからぜひ買ってくれという話をす

るんですが、やっぱり県外の人からすると、大

分で食べられてるの、大分の人から評価を受け

ているのというようなお話もございます。

やっぱり県外にしっかり売っていけるような

ものというのは、県内でたくさんの人に食べら

れて、また愛されたものが県外でも評価される
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んじゃないかと思っております。そういった点

からも、この大分県産食材を県外にも、県内に

もしっかりと販売、プロモーションしていきた

いと思いますし、こういったビストロおおいた

という取組を通じて、地産地消にもしっかり取

り組んでいきたいと思っております。（「ぜひ、

お願いします」と言う者あり）

吉岡議員はよろしいですか。（「後森委員長

から聞きます」と言う者あり）

分かりました。それでは御質疑等もございま

せんので、これで諸般の報告を終わります。

この際、何かございませんか。

すみません、さきほど聞きそ吉岡委員外議員

びれてしまって。第１２０号議案の内容につい

て教えていただきたいと思います。

２の改正後の事務処理区分の中で、条例第２

２項１号外の２ヘクタール以下、４ヘクタール

以下というところでの事務処理を――別府市で

あればマルが付いているところと付いていない

ところがあって、例えば４ヘクタール以下のと

ころは付いていない。無断転用に対する処分も

付いていないということで、付いていないとこ

ろは全て県が見ていくということになるんでし

ょうかということが一つ。

もう一つ、例えば４ヘクタール以下にマルが

してあれば２ヘクタール以下もカバーしている

けど、例えば豊後高田市みたいに、２ヘクター

ル以下にはマルだけど４ヘクタール以下には何

もないので、その中間は県がそこだけ見るのか

とか、そこら辺の事務処理の内容を教えていた

だきたいと思います。

ここのマルが付加藤農地活用・集落営農課長

いているところの状況ですけど、４ヘクタール

以下というところは当然２ヘクタール以下も含

めてのことであります。ここが２ヘクタールと

４ヘクタールで違っているのは、平成２８年に

農地法が改正されまして、それ以前に、県独自

で２ヘクタール以下のみを特例条例で移譲をし

ておりました。２８年に４ヘクタール以下まで

拡大したときに、市町村に意向を確認し、４ヘ

クタールに拡大したいという市町村のみが４ヘ

クタールに移行して、２８年以前に２ヘクター

ル以下で移行していたもので、２ヘクタール超

４ヘクタール以下については今までどおり県に

お願いしたいというところが残っている状態で

あります。

本年度から移譲する場合は、２ヘクタール以

下という項目は作らず、全て４ヘクタール以下

を移譲するようにしております。その関係で、

一番右端から２番目にあります第１２条の無断

転用に対する処分が、２８年度以前は移譲して

おりませんでしたので、豊後高田市の２ヘクタ

ール以下のところ、第１２条の無断転用に関す

る処分のところが権限移譲されていないという

状況になっております。

よろしいですか。（「分かりました。森委員長

ありがとうございました」という者あり）

それでは、私から一つお伺いします。

本日、各委員のお手元に資料を配布してあり

ますが、先月の１２日に佐伯市長、臼杵市長、

津久見市長の３者による連名で、農林水産祭水

産部門の県南開催に関する要望が知事及び漁協

組合長に提出されています。

また、県議会にもこの要望の実現に向け支援

をお願いしたいと文書が提出されました。要望

の趣旨としては、県内の漁業生産量の８割を担

う県南において、農林水産祭の水産部門を開催

することにより、産地の活性化と地域振興を求

めているものであります。

これについて、何かコメントがあればお願い

します。

大分県農林水産祭の水産部中島農林水産部長

門の県南開催に関する要望について、御説明い

たします。

農林水産祭の水産部門は、広く県民に水産業

の役割と意義を知っていただくこと、都市と漁

村との交流を通じた漁村の活性化、魚の消費拡

大を図ることを目的に昭和５７年から実施して

います。

毎年秋の土日の２日間、別府市の亀川漁港で

開催しておりまして、交通アクセスの良さなど

から、毎年４万人程度の来場者があります。来

場者の満足度や売上げもおおむね良好と思って

おります。
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今般、水産部門の県南開催について実行委員

会の会長である知事あてに要望をいただいたわ

けですが、いうまでもなく県南地域は県下最大

の漁業の産地であります。

また、東九州大漁祭などの集客イベントも盛

んに開催されています。

今回の要望を受けまして、改めて県南地域で

開催されている集客イベントの入込客数や売上

などを把握しながら、農林水産祭の水産部門の

目的にかなった形での開催が県南地域で可能か

どうか、まずは研究をさせてもらいたいと考え

ています。

今御説明いただきましたけれども、森委員長

このことについて、委員の皆さまから御意見な

どありましたらお願いします。

以前に佐伯というか、県南地域で開小嶋委員

催が全くなかったかどうかですね。

この水産振興祭は今年で第岡田漁業管理課長

３７回目を迎えた訳ですけど、第１回を大分市、

それ以降は別府市ということで、県南地域で開

催したことはございません。

個人的にですけど大賛成なので、ぜ小嶋委員

ひ早急に検討をいただいて、お願いできればと

思います。

私も大賛成といいますか、県南でや

ったら、皆さんわざわざ行きたいなと思うんじ

ゃないかなと思います。一遍、県南でやってみ

ると面白いかなと思います。

今、県南でという声も大き中島農林水産部長

いんですが、さきほど申し上げましたけれども、

東九州大漁祭等の集客力というか販売力という

と、その辺が随分、農林水産祭と違いがありま

す。

それと、やっぱり元々のコンセプトが消費地

でというところもあります。

それから、足の話なんですけれども、御存じ

のとおり亀川という駅もありますし、あそこの

周辺に随分駐車場が確保できるんですね。そう

いった佐伯でやった場合の集客がどうなのかと

か、いろいろ課題はすごく多いなというのが今

のところの認識でございます。

このことについて、委員外議員の方森委員長

ありますか。

農業文化公園で農林水産祭を近藤委員外議員

やったことがありますよね。あのときはさっぱ

り品物が売れんで、またすぐに別府公園に戻し

たんですけども、要は、生産したものがたくさ

ん売れて、消費者が取り合うということが私は

大事かなと思います。生産地でやるということ

を考えられないわけでもないと思うんですけれ

ども、要は、ものが売れないと意味がないです

ね。そういうことも考えながら検討してくださ

い。

引き続き検討をお願いいたします。森委員長

そのほか別にないようですので、執行部の皆

さまには、これからの予算要求、財政当局との

折衝に自信を持って、ぜひ満額獲得をよろしく

お願いしたいと思います。

これで、農林水産部関係の審査を終わります。

執行部の皆さま、委員外議員の皆さま、大変お

疲れさまでした。ありがとうございました。

委員の皆さまは、この後協議を行いますので、

このままお待ちください。

〔農林水産部、委員外議員退室〕

これより内部協議に入ります。森委員長

閉会中の所管事務調査の件について、お諮り

いたします。

お手元に配付のとおり、各事項について閉会

中、継続調査をいたしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、所定の手続を取森委員長

ることにいたします。

次に、県内所管事務調査について協議いたし

ます。

まず、事務局に説明させます。

〔事務局説明〕

以上、事務局に説明させましたが御森委員長

質疑等はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、この案で決定してよろし森委員長

いでしょうか。
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〔「異議なし」と言う者あり〕

それでは、この行程で実施すること森委員長

とします。

出発は１２時１５分としますので、この後は

各自で昼食を取っていただき、お時間までにバ

スに御乗車ください。

また、バスに乗車されない方は、直接、農業

研究部にお越しください。

それでは、これをもちまして、委員会を終わ

ります。

お疲れさまでした。


